
2全普高第33号

令和3年3月 1日

各都道府県高等学校長会代表理事 様

各都道府県高等学校長協会会長 様

各都道府県私学高等学校長協会会長 様

各市立高等学校長会会長 様
全国普通科高等学校長会

事務局長 笹 のぶえ

令和 3年度年度当初に必要な事務手続きについて (通知)

日頃より、本会事業の運営にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、令和 3年度当初に必要な書類を下記のとおり送付いたします。

公務ご多忙の折誠に恐縮に存じますが、期 日までにご報告くださいますようお願い申し上げます。

記

1 送付書類

(1)令和 3年度理事及び監事候補者の選出について

(2)令和 3年度会員校数 と会員校名の報告について

(3)令和 3年度会費のとりまとめについて

(4)令和 3年度会費の納入について

(5)令和 3年度理事等一覧(様式 1)

(6)令和 3年度会員名簿作成資料 (様式 2)

2 報告書類

(1)令和 3年度理事等一覧(様式1)

(2)令和 3年度会員名簿作成資料 (様式2)

報告用紙(1)は、全普高ホームページ httpノ/www.zen―koh― chohlD/Zfk/zfk.htmiか ら

ダウンロー ドすることが出来ます。

3 報告書の提出期限等

提出期日  令和 3年 4月 23日 (金 )

提出先   全国普通科高等学校長会 事務局

提出方法  Eメール zennfukoo230528@zen― koh― chohjp

4 その他連絡事項

(1)代表理事が交替になる場合は、本書類を新任代表理事にお渡 しいただき、新年度の本会運営が

円滑に行われますようご配慮をお願い致します。

(2)令和 3年度第 137回理事会及び研究協議会開催等につきましては、後日ご連絡いたしますので

よろしくお願いいたします。

(3)ご記入いただくメールアドレスは、事務局からの連絡が確実に届くメールアドレスをご記入ください6

連絡先    全国普通科高等学校長会 事務局
1050003 東京都港区西新橋 2丁 目5番 10号

NBC西 新橋ビル 4階
TEL  03-3581-1000    FAX  03-3597-8060

Eメー
,レ  zennfukoo230528@zen― koh―chohjp
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httpノ/www,zen―koh― chohjp/zfk/zfk.htmi



事 務 連 絡
令和3年3月 1日

全国普通科高等学校長会

各県 代 表 理 事 様

各県高等学校長 (協 )会

会長・事務局長 様

全国普通科高等学校長会

理事長 萩原 聡

令和 3年度理事及び監事候補者の選出について

日頃より、本会事業の運営にご理解 とご協力をいただき、厚 くお礼申し上げます。

さて、本会規約第 7条により役員の任期は 2年 となつてお りますが、毎年各都道府県では年度当初人事

異動があり、それに伴い本会役員変更があるかと存 じます。つきましては、下記により代表理事・理事及

び監事の選出をお願いたします。なお、高校基本問題検討特別委員会の委員は、代表理事が兼務となって

お りますが、その他に1名 委員の選出をお願いいたします。 (理事が兼務でもかまいません)

様式 1「令和 3年度理事等一覧」に記入の上、ご報告ください。

記

1 役員関係の規約及び細則の条文

(役 員 )

第 4条 本会に、次の役員を置く。
一 理 事 長  1名
二 常務理事  別に定める基準による

三 理  事  別に定める基準による

四 監  事  若干名

(役員の選出)

第 5条 役員の選出は、次の通 りとする。
一 理事長は、常務理事会が推薦 し理事会において選出する。

ただし、総会において承認を求めるものとする。
二 常務理事は、理事の中から別に定める基準により選出する。

三 理事は、都道府県の会員の互選 とし、別に定める基準により選出する。

四 監事は、理事以外の会員から総会において選出する。

五 役員の数及び選出に関する細則は、別に定める。

(役員の任期 )

第 7条 理事長、常務理事、理事及び監事の任期は、 2年 とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任 された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

細則 「役員の数および選出に関する申し合わせ」

(1)「理事の数は、次の基準にしたがつて、都道府県ごとに会員の互選とする。

年度始めの会員校数が (回公私立の合計)が
151校 以上       4名
101校 ～ 150校     3名
100校 以下       2名
ただし、東京都の理事は、 30名 以内とする。

(2)常務理事は、東京都の理事及び関東ブロックに属する県の代表理事が当たる。

(3)監事は、理事以外の会員から東京都が 1名 、関東ブロックに属する県からの 3名 を

総会において選出する。

慣例により埼玉県及び千葉県から各1名 ずつ選出している。

2 提出期 日  令和 3年 4月 23日 (金 )

3 報告方法  Eメール zennfukoo230528@zen―koh choh.jp

連絡先    全国普通科高等学校長会 事務局

105-0003 東京都港区西新橋 2丁 目5番 10号
NBC西 新橋 ビル 4階

TEL  03-3581-1000    FAX  03-3597-8060

Eメー
,レ  zennfukoo230528@zen― koh― choh」p
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事 務 連 絡

令和3年 3月 1日

全国普通科高等学校長会

各都道府県 代 表 理 事 様

各都道府県高等学校長 (協)会

会長・事務局長 様

全国普通科高等学校長会

理事長 萩原 聡

令和 3年度会員校数と会員校名の報告について

日頃より、本会事業の運営にご理解 とご協力いただき、厚 くお礼申し上げます。

さて、本会の本年度決算準備及び新年度事務を円滑に行 うため、別添の書類をご確認の上、期 日まで

お忙 しい中恐縮ですが、ご報告をお願いいたします。

記

1 送付書類

(1)令和 3年度 会員名簿作成資料 (県別)

2 報告書類

(1)令和 3年度 会員名簿作成資料 (県別 )

3 報告書の提出期 日等

提出期 日   令和 3年 4月 23日 (金 )

提出先    全国普通科高等学校長会 事務局

提出方減去    Eメ・一ル  zennfukoo230528@zen一 koh一choh.jp

4 その他連絡事項

(1)令和 2年度会員校一覧は、令和 3年 2月 末日現在で作成 してお ります。

ご確認の上、誤 り又は不明の点がありましたら事務局まで至急ご連絡ください。

なお、学校名は「令和 8年度会員名簿作成資料」の令和 2年度会員学校名欄でご確認 ください。

連絡先 全国普通科高等学校長会 事務局

105-0003 東京都港区西新橋 2丁 目5番 10号
NBC西 新橋 ビル 4階

TEL  03-3581-1000    FAX  03-3597-8060

Eメー
,レ  zennfukoo230528@zen― koh一 chohjp
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全国普通科高等学校長会

各都道府県 代 表 理 事 様

各都道府県私立高等学校協会長様

2全普高第34号

令和3年 3月 1日

全国普通科高等学校長会

理事長  萩原 聡

(公印省略)

令和 3年度会費の取 りまとめについて

日頃より、本会事業の運営にご理解 とご協力をいただき、厚 くお礼申し上げます。

特に、本会会費の取 りまとめにつきましては、ご協力いただき有 り難 うございます。

さて、令和 3年度の会費は、本会規約第 19条で下記のとお りとなっております。公務ご多忙中誠に

恐縮ですが、当該道府県内会員校を取 りまとめ、ご納入くださいますようお願い申し上げます。

なお、会員の皆様あてに 「令和 3年度会費の納入について」の文書を添付いたしました。

必要に応 じてご活用ください。

1 会費

規約第 19条
本会の会費は、年額 6, 000円 とする。ただし、定時制高等学校及び通信制高等学校の会費は、

年額 5, 000円 とする。

2 会費は都道府県理事がとりまとめ、毎年 5月 末 日までに納入するものとする。

2 送金方法
。 銀行振込

三井住友銀行  東京公務部

普通預金     No. 0296417
日座名義    全国普通科高等学校長会   (こ の名義で送金できます )

・ 郵便振替

口座記号番号   00180-9-167798
※ 振込手数料は、恐縮ですが貴会でご負担 ください。

連絡先    全国普通科高等学校長会 事務局

105-0003 東京者卜港区西新橋 2丁 目5番 10号
NBC西 新橋 ビル 4階

TEL  03-3581-1000    FAX  03-3597-8060

Eメール zennfukoo230528@zen―koh― chohjp

ホ…ムヘ
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事 務 連 絡

令和3年 4月 1日

全国普通科高等学校長会

会 員 の 皆 様

全国普通科高等学校長会

理事長 萩原 聡

令和 3年度会費の納入について

日頃より、本会事業の運営にご理解 とご協力いただき、厚くお礼申し上げます。

さて、令和 3年度の会費は、全国普通科高等学校長会規約第 19条により下記のとおりになつております。

年度初めのお忙 しい中恐縮ですが、 5月 末 日を目途に納入 くださいますようお願いいたします。

記

1会  費

規約第 19条
本会の会費は、年額 6, 000円 とする。

但し、定時制高等学校及び通信制高等学校の会費は、年額 5, 000円 とする。

2 会費は都道府県代表理事がとりまとめ、毎年 5月 末日までに納入するものとする。

2 取扱方法

(1)各都道府県市立高校で、公費により当該教育委員会等から一括納入する場合
・各都道府県市の高等学校長会事務局または代表理事が、教育委員会等と納入手続きを行います。

個別に手続きを行 う必要はありません。

(2)各都道府県市の高等学校長会、私学高等学校長協会または代表理事等が取りまとめて一括納入する場合

・当該事務局、私学協会事務局または代表理事の指示に従つてください。

(3)個別に納入する場合
・次の方法により直接納入してください。4月 当初、本事務局より請求書を送付します。

3 送金方法
・ 銀行振込

郵便振替

三井住友銀行

普通預金

名  義

口座記号番号

東京公務部

No.. 0296417
全国普通科高等学校長会  (こ の名義で送金できます )

00180-9-167798

(1)学校法人名での送金の場合は、必ず校名 も付記 してください

(2)振込料は恐縮ですが貴校でご負担 ください

連絡先 全国普通科高等学校長会 事務局

10卜0003 東京都港区西新橋 2丁 目5番 10号
NBC西 新橋 ビル 4階

TEL  03-3581-1000    FAX  03-3597-8060

Eメー
,レ  zennfukoo230528@zen― koh― chohjp
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全国普通科高等学校長会 会議口参加者一覧 令和3年度

会  場
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顧 間

O

O

全高長
理事

常務理事

O

次国総会
事務局
(東京都)

※

※

ブロック代著

O

O

O

O

委員会

長・冨1

長・冨1

長・冨1

長・副

長・冨1

長・冨1

長・冨1

監事

○

O

○

O

O

代表理事

○

O

理事

O

○

常務理事

O

O

O

O

○

理事長

O

○

O

○

○

O

O

O

令和3年度

5月 10日 (〔釜)

15:00-17:00

5月 18日 (火)

10:00～ 12:00

5月 18日 (火 )

10:00～ 12:00

9月 6日 (月 )

13:30-14:00

9月 6日 (月 )

14:00～ 17:00

10月 27日 (フk)
15:00-17:00

2月 7日 (月 )

14:00～ 17:00

5月 18日 (火 )

1月 14日 (金 )

第 1回企画会議

第345回 常務理事会

第137回 理事会・研究協議会

第2回企画会議 (拡大 )

第346回常務理事会.研究協
議会 (拡大)

第138回理事会 ,研究協議会
(総会前日)

第347回常務理事会・研究協
議会 (第 3回企画会議兼)

全高長理事会

※:原則当該年度


